
◎特定商取引に関する法律の一部を改正する法律 
（平成二八年六月三日法律第六〇号）   

一、提案理由（平成二八年四月二七日・衆議院消費者問題に関する特別委員会） 

○河野国務大臣 ただいま議題となりました特定商取引に関する法律の一部を改正する

法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要

を御説明申し上げます。 

まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由

及び概要を御説明申し上げます。 

近年、高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化及び違反事業者の手口の巧妙化、

複雑化等により、特定商取引を取り巻く環境は大きく変化しております。特に一部の悪

質事業者が繰り返し消費者被害を発生させる事案が問題となっているとともに、依然と

して、高齢者が深刻な消費者被害に遭う事例も報告されています。 

こうした状況を踏まえて、主務大臣の法執行に関する権限の強化等を図り、特定商取

引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、この法律案を提出した次

第です。 

次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

第一に、悪質事業者への対策を強化するため、主務大臣は、販売業者等に業務の停止

を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、停止を命ずる範囲の業務を新

たに開始すること等の禁止を命ずることができることとしています。そして、この業務

の禁止を命ずる期間については、業務の停止を命ずる期間と同一の期間とすることとし

ておりますが、業務の停止を命ずることのできる期間の上限をこれまでの一年から二年

に引き上げることとしています。 

第二に、所在等が不明な事業者に対して迅速に行政処分を行うことができるようにす

るため、公示送達に関する規定を設けることとしています。 

第三に、主務大臣は、本法律に違反する行為によって財産的被害を受けた購入者等の

利益の保護の観点から、処分事業者に対して必要な指示を行うことができるよう、規定

の整備を行うこととしています。 

第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買

契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契

約の解除等をすることができることとしています。 

また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装

置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかっ

た権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取り消し権の行使期間の伸長を行うほか、

罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。 

なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行することとしています。 



……………（略）…………… 

以上が、これら二法律案の提案理由及び概要であります。 

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院消費者問題に関する特別委員長報告（平成二八年五月一〇日） 

○江崎鐵磨君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、消費者問題に関する

特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

近年の高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化に対応するため、特定商取引に

関する法律の一部を改正する法律案では、悪質事業者への対応として、業務停止を命ぜ

られた法人の役員等に対して、停止の範囲内の業務を新たに開始することを禁止する等

の措置を講ずることとし、また、消費者契約法の一部を改正する法律案では、過量な内

容の消費者契約について消費者に取り消し権を認める等の措置を講ずることとしており

ます。 

両案は、去る四月七日本委員会に付託され、二十七日、河野太郎国務大臣から提案理

由の説明を聴取し、質疑に入りました。翌二十八日、質疑を終局し、順次採決を行った

結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年四月二八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 「特定権利」制度の導入の趣旨が、脱法行為や消費者被害の後追いを防ぐことにあ

る点を踏まえ、特定商取引に関する法律における「役務の提供」と「権利の販売」の

概念を明確化し、規制のすき間が生じないよう措置すること。その後もなお規制のす

き間が生ずる事態が認められるときは、速やかに、商品、役務、権利という三分類の

枠組みを撤廃することも含めた見直しを検討すること。 

二 悪質事業者に対する法執行強化と行政処分に伴う消費者利益の保護を実効性あるも

のとするため、国及び都道府県の執行体制の強化に向けた連携等の措置を講ずるとと

もに、悪質事業者の違法収益のはく奪に向けた制度的検討を引き続き行うこと。 

三 高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題で

あることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進するとともに、事業者による自主規制

の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、勧誘規制の

強化についての検討を行うこと。 

四 インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加している現状に鑑み、通信販売

において虚偽の広告を誤認して契約締結に至った場合の救済措置の在り方を含め、実

効的な被害の未然防止及び救済措置について検討を行うこと。 

五 特定商取引に係る消費者被害の未然防止及び救済を効果的に推進するため、本法の

施行状況及び消費者被害の発生状況を踏まえ、新たな消費者被害の発生が認められる



場合には、本法の施行後五年を待たず、適時適切に見直しを行うこと。 

六 地方公共団体における消費者被害の未然防止及び救済に向けた取組を推進し、相談

情報を特定商取引に関する法律の執行及び制度の見直しに活用するためには、消費生

活センター等の相談体制の質的向上及び地方消費者行政と民間関係者との連携の推進

が重要であることに鑑み、地方消費者行政推進交付金の継続を含む財政支援並びに消

費生活相談員及び担当職員の研修機会の提供を国の責任において措置すること。 

三、参議院地方・消費者問題に関する特別委員長報告（平成二八年五月二五日） 

○熊谷大君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方・消費者問題に関

する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案は、高齢化の進展を始めとし

た社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利

益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲

の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができることとすると

ともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の

申込みの撤回等の制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、悪質事業者への法執行の強化、

法の解釈の周知徹底、実態を踏まえた勧誘規制強化の必要性、消費者庁等の徳島県への

移転等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 

以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年五月二〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、「特定権利」制度の運用に当たっては、特定商取引に関する法律における「役務の

提供」と「権利の販売」の概念を明確化し、規制のすき間が生じないよう措置するこ

と。その後もなお、規制のすき間が生ずる事態が認められた場合には、速やかに、

「商品」、「役務」、「権利」という三分類の枠組みを撤廃することも含めた見直しを検

討すること。 

二、悪質事業者に対する法執行の強化と行政処分に伴う消費者利益の保護を実効性ある

ものとするため、国及び都道府県の執行体制の強化に向けた連携等の措置を講ずると

ともに、悪質事業者の違法収益のはく奪に向けた制度的検討を引き続き行うこと。 

三、本法に基づき都道府県知事が行う業務禁止命令が、複数の都道府県にまたがる消費

者被害事案に適切に対応するものとなるよう、「平成二十七年の地方からの提案等に

関する対応方針」を踏まえて、都道府県の行政処分の効力の在り方について検討し、



必要な措置を講ずること。 

四、高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題で

あることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進し、特に平成二十年改正で導入された

再勧誘の禁止を遵守させるとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、

引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、諸外国の取組等も参考にしつつ、勧誘

規制の強化についての検討を行うこと。 

五、インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加しているという消費者相談現場

からの意見があることに鑑み、消費者被害の実態を調査した上で、通信販売における

虚偽・誇大広告によって消費者が誤認して契約締結に至った場合の実効的な救済措置

について検討を行うとともに、引き続き事業者に対して、特定商取引に関する法律を

始め、不当景品類及び不当表示防止法などに基づき、表示義務の徹底や虚偽・誇大広

告に対する厳格な執行を行うことで消費者被害の未然防止を図ること。 

六、特定商取引に係る消費者被害の未然防止及び救済を効果的に推進するため、本法の

施行状況及び消費者被害の発生状況を踏まえ、新たな消費者被害の発生が認められる

など見直しの必要が生じた場合には、本法の施行後五年を待たず、適時適切に見直し

を行うこと。 

七、地方公共団体における消費者被害の未然防止及び救済に向けた取組の推進のために

は、消費生活センター等の相談体制の質的向上及び地方消費者行政と民間関係者との

連携の強化が重要であることに鑑み、地方消費者行政推進交付金の継続を含む財政支

援並びに消費生活相談員及び担当職員の研修機会の提供を国の責任において措置する

こと。 

八、特定商取引に係る消費者被害の調査・分析に当たっては、全国消費生活情報ネット

ワーク・システム（ＰＩＯ―ＮＥＴ）に蓄積された情報を今後の法改正に一層活用で

きるよう、関係機関に対し、登録情報の分析力の向上を促すこと。 

 右決議する。 


